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標記について、令和７年８月 26 日から令和７年９月 24 日まで御意見を募集

したところ、計６件の御意見をいただきました。お寄せいただいた御意見とそ

れに対する考え方を次のとおり御報告いたします。 

皆様方の御協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推

進に御協力賜りますようお願い申し上げます。 

No. 御意見 御意見に対する考え方 

１ SNS 上の広告禁止にも踏み込ん
でも良いのではと考えているが、

厚生労働省において議論が足りて
いないのではないか。 

歯科技工の業又は歯科技工所の広
告に関する指針（以下「本指針」と

いう。）Ⅵに記載してあるように、バ
ナー広告等や SNSでの書き込み等につ
いては、本指針Ⅱの１に掲げた①か
ら③までのいずれの要件も満たす場
合には、広告として取り扱うことと
しております。 

２ 「日本一○○」という名称の歯
科技工所の広告は、認められる

か。 
また、例えば、「技一」という

名前の歯科技工士の広告は、認め
られるか。 

本指針では、自らの歯科技工所等
が他の歯科技工所等よりも優良であ

る旨を示す表現は、優良性について
委託者を誤認させ、不当に誘引する
おそれがあるものであり、ウェブサ
イト等に掲載すべきでないとしてお
ります。 

３ 以下の理由から否定的な意見を述
べる。 
１、社会の変化に即した広告活用
の必要性 
過度な規制は時代にそぐわない

ため、適切なガイドラインの下
で、自由度を持たせた広告活用を

推進するべきではないか。 
２、認知度向上と人材不足解消へ
の効果 
歯科技工は専門性の高い職業で

ありながら、一般社会における認
知度は十分とはいえないため、広
告や SNS での情報発信を制限する
のではなく、むしろ広く認知を促

本指針は、歯科医師等の業務委託
者に歯科技工所を選択するために必
要な情報が正確に提供されることに
より、歯科技工広告等の適正化の推
進を図ることを目的として作成した
ものになりますが、いただいた御意
見については、今後の歯科技工政策

の参考とさせていただきます。 



す機会として活用することが、社
会全体にとって有益であると考え
る。 
３、ネガティブイメージの払拭 
現在の広告規制の枠組みは「禁

止」に重点が置かれており、業界
全体のイメージ改善や透明性の向
上に十分に寄与していない。適切
な情報発信を促進することによ
り、一般市民の理解を深め、歯科
技工に対するネガティブなイメー

ジを払拭することが可能になる。 
４、SNS 投稿は「受動的広告」で
はない 
SNS の情報は、利用者が自らの

意思で検索し、関心に基づいて閲
覧するものであるため、SNS 投稿
を一律に広告規制の対象とするの
は実態に即していない。SNS はむ
しろ、適切な情報を求める者にと
って有益なツールであり、緩和対
象とすべきである。 

４ 以下の理由から反対する。 
１、正しい情報提供が委託者・患  

者にとって利益になる 
患者の情報選択に委ね、虚偽や

誇大な広告だけを取り締まる方が

現実的で有益である。 
２、中小技工所の発信機会を奪う 
厳しい広告規制は、中小技工所

が歯科医師に自らの技術力や特色
を伝える手段を奪い、業界の健全
な競争を妨げる。 
３、国民への啓発・教育の観点 
歯科技工士の仕事を、国民に広

く知ってもらうことは社会的に意

義がある。情報発信を「広告」と
して一律に制限するのではなく、
正しい情報提供をむしろ後押しす
べきである。 

本指針は、歯科医師等の業務委託
者に歯科技工所を選択するために必

要な情報が正確に提供されることに
より、歯科技工広告等の適正化の推
進を図ることを目的として作成した

ものになりますが、いただいた御意
見については、今後の歯科技工政策
の参考とさせていただきます。 



５ 技工士不足が深刻化する中、柔
軟な広報活動を許可いただきたい
ので、生成 AI によるガイドライ
ン学習と専用サイト経由のスクリ
ーニングシステム構築をご提案す
る。 
また、自ら事例検索を行う方に

向けて「歯科技工広告ガイドライ
ン」を公開する際には、AI に適
したファイル形式での公開を希望
する。 

本文中の「すべきでない」は日
本語特有の“道徳的ゆらぎ”を含
むため、法的規定としては「して
はならない」と明示いただく方が

適切だと考える。 

いただいた御意見については、今
後の歯科技工政策の参考とさせてい
ただきます。 

６ 今回から不特定多数が目にする
SNS なども対象になるとのことだ
が、例えばアカウント登録すると
きに「一般的に広告になり得るも
のが含まれることがありますが、
アカウント登録時に承諾します
か」との問いに「はい」と回答し
た場合は、『認知性』はなくなり

広告に見なされなくなるのか。 
活字で規制するのは難しいかと

思うが、一般の方が見て誤解を招

かずに、持続的に良質な国民の歯
科医療を支援できる歯科技工広告
ガイドラインにしていただきた
い。 

本指針にお示ししているとおり、
認知性とは、一般人が認知できる状
態にあることをいいます。 

 

 


